
 

 

 

 
 

  

高崎市等広域消防局 予防課 

０２７－３２４－２２１４ 

高崎市・安中市消防組合火災予防条例（抜粋） 

（空地及び空家の管理） 

第３４条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去 

     その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。 

２ 空地の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去 

  その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。 
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